
　

国
民
皆
保
険
を
守
り
続
け
る

た
め
、
広
島
県
と
市
町
が
共
同

で
運
営
し
て
い
き
ま
す
。
国
民

健
康
保
険
の
手
続
き
は
、
引
き

続
き
市
役
所
で
で
き
ま
す
。

８
月
１
日
か
ら
の
保
険
証
の
変

更
点

▽�

保
険
証
に
広
島
県
と
記
載
さ

れ
ま
す
。

▽
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
が

　

一
体
化
さ
れ
１
枚
に
な
り
ま
す
。

▽
８
月
１
日
が
更
新
日
で
す
。

▽
ゴ
ー
ル
ド
証
の
廃
止

高
額
療
養
費
申
請
の
変
更
点

　

４
月
か
ら
は
、
市
が
送
付
す

る
申
請
書
で
申
請
す
る
場
合
、

領
収
書
の
添
付
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
、
申
請
書
を
受
け
取
る

前
に
申
請
す
る
場
合
は
、
医
療

費
な
ど
の
確
認
の
た
め
、
領
収

書
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

特
定
健
診
が
無
料
に
！

　

３
年
連
続
で
特
定
健
診
を
受

診
さ
れ
た
人
の
特
典
を
見
直
し

ま
し
た
。

　

前
年
度
ま
で
の
３
年
間
連
続

受
診
し
て
い
る
人
に
は
、
10
月

に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

無
料
券
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。 　

不
妊
症
の
治
療
を
受
け
て
い

る
ご
夫
婦
を
対
象
に
、
不
妊
治

療
な
ど
に
必
要
な
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

申
請
方
法　

広
島
県
の
不
妊
治

療
費
助
成
が
決
定
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
１
か
月
以
内
に

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
医
療
課
元
気
づ
く
り
係

（
リ
・
フ
レ
内
・
☎
４
７-

１

３
１
０
）

問い合わせ先　健康
　医療課医療保険係
　（市役所内・☎４
　３-７１４２）

４
月
１
日
か
ら

国
民
健
康
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
す

特典の変更点

特典項目
平成29年度
まで

平成30年度から

３年連続
受診者

その他の
加入者

特定健診受診料
３年連続受
診者は無料

初回か
ら無料

初回か
ら無料

Ｂ＆Ｇ海洋センター、
河佐峡パークゴルフ施
設利用助成券　　　　

３年連続受
診者へ助成
券配布

廃止 －

インフル
エンザ予
防接種費

本人 無料 無料 －

同一世帯国
保加入者

無料 廃止 －

平成30年度国民健康保険税・税率

算定
区分

項目 医療分
後期高齢
者支援分

介護分
（40～64歳
の加入者）

所得割 所得割額の税率 7.60％ 2.62％ 2.57％

均等割
被保険者１人
につき　　　

25,740円 8,700円 10,020円

平等割 １世帯につき 19,380円 6,300円 4,920円

※保険税の賦課・徴収は、市で行います。

府
中
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま

不妊検査・一般不妊治療 特定不妊治療

対象治療
不妊症の診断・治療のための検査・タ
イミング療法、薬物療法、人工授精、
男性不妊治療などの一般不妊治療

体外受精・顕微授精

対象

次の全ての要件を満たす人

▽法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方またはいずれかが府中
　市に１年以上、実際に居住している。

▽市税などを滞納していない。

広島県の不妊検査・一般不妊治療助成
事業の助成の承認決定がされている。

広島県の不妊治療支援事業の
助成の承認決定がされている。

助成金額
要した費用の２分の１
※上限５万円で、1,000円未満切り捨て。

１回の治療につき25万円まで
※広島県の不妊治療費助成金
額を除く。

助成期間
および助
成回数

広島県の不妊治療支援事業と同じ

持参する
もの

▽申請書　 ▽広島県の不妊検査・一般
不妊治療費助成決定通知書（写し）　

▽広島県の不妊検査・一般不妊治療費
助成申請に係る証明書（写し）　 ▽医
療機関が発行する領収書（写し）　 ▽

印鑑

▽申請書　 ▽広島県不妊治療
支援事業承認決定通知書（写
し）　 ▽広島県の不妊治療費
助成申請に係る証明書（写
し）　 ▽医療機関が発行する
領収書（写し）　 ▽印鑑

不
妊
治
療
に
助
成
が
あ
り
ま
す

市 市 町 市 町

市

４月１日
以降  　

現行
広島県

広島県が財政運営責任を
担うなど中心的役割

国民健康保険を市町
村が個別に管理
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